
  

 

準用工作物売買契約書（案）  

 

 

 公益社団法人 2025年日本国際博覧会大阪パビリオン（以下「甲」とい

う。）と（開発事業者）（以下「乙」という。）とは、次の条項により準用

工作物の売買契約を締結する。 

 

（売買物件） 

第１条 甲は、末尾記載の準用工作物（以下「本物件」という。）を、現状

有姿のまま乙に売り渡し、乙は、本物件の所在、種類、構造及び附属工作

物等を確認して甲から買い受ける。 

 

（売買代金） 

第２条 売買代金は、金●●円（うち、消費税及び地方消費税相当額は金●

●円）とする。 

 

（契約保証金） 

第３条 乙は、本契約締結と同時に契約保証金として、金●●（売買代金の

１割以上の金額）円を甲に支払わなければならない。 

２ 前項の契約保証金は、大阪ヘルスケアパビリオン跡地活用ゾーン開発事

業者募集公募型プロポーザルの価格提案審査にあたり、乙が納付した申込

保証金より充当するものとする。 

３ 第１項に定める契約保証金は、損害賠償の予定とは解釈しない。  

４ 甲は、乙が次条第１項に定める義務を履行したときは、乙の請求により

第１項に定める契約保証金を乙に還付する。ただし、甲は、第１項に定め

る契約保証金を延滞損害金及び売買代金の残額に充当することができる。 

５ 第１項に定める契約保証金には、利息を付さない。  

 

 収 入 

 印 紙 

   円 

 



（代金の支払） 

第４条 乙は、甲の指定する期日までに、甲の指定する方法により売買代金

全額を甲に支払わなければならない。  

２ 甲は、乙が前項に定める義務を履行しないときは、前条第１項に定める

契約保証金を甲に帰属させることができる。 

 

（延滞損害金） 

第５条 乙は、前条の納入期限までに売買代金全額を支払わないときは、大

阪市財産条例（昭和 39年大阪市条例第８号。以下「条例」という。）の規

定により計算した延滞損害金を甲に支払う。この場合の計算方法は、年 36

5日の日割計算とし、１円未満の端数は切り捨てる。ただし、条例第 11条

第１項に定める割合が改正された場合は、改正以降の期間については改正

後の割合を適用する。なお、同項ただし書に該当する場合は、この限りで

ない。 

 

（所有権の移転及び物件の引渡し） 

第６条 本物件の所有権は、別途乙と大阪市とで本契約と同時に締結する本

物件が所在する土地（以下「本件土地」という。）に係る売買契約（以下

「土地売買契約」という。）に基づき、本件土地の所有権が大阪市から乙

に移転すると同時に、買戻特約付きで乙に移転する。ただし、乙が売買代

金及び延滞損害金の支払を完了しない限り、本物件の所有権は移転しない。 

２  前項の定めにより、所有権が乙に移転した時に、本物件の引渡しがあっ

たものとする。 

 

（契約不適合責任）  

第７条  甲は、民法第 562条第１項本文、第 563条第２項及び第 565条の定め

にかかわらず、本物件の種類、品質（本件土地に起因する内容を含む）、

数量その他が本契約の内容に適合しない場合でも、その一切の責任を負わ

ない。ただし、乙が消費者契約法（平成 12年法律第61号）第２条第１項に

規定する消費者である場合にあっては、前条第２項に定める引渡しの日か

ら２年間は、この限りでない。 



 

（使用禁止） 

第８条 乙は、第６条第１項の定めにより、所有権が乙に移転するまでは、

本物件を使用することができない。ただし甲が書面をもって認める場合は、

この限りではない。 

 

（用途の制限等） 

第９条  乙は、特定複合観光施設区域整備法（平成 30年法律第 80号。以下

「ＩＲ整備法」という。）第９条第11項に基づき令和５年４月 14日に国土

交通大臣の認定を受けた「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に

関する計画」（その後の変更及び更新を含むものとし、以下「本件区域整

備計画」という。）の有効期間中（ただし、本件区域整備計画の有効期間

が第12条第１項に定める指定期間内に失効した場合は指定期間）、本物件

を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第12

2号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関

連特殊営業（広告宣伝を含む。）その他これらに類する業及びこれらの業

の利便を図るための用に供してはならない。 

２ 乙は、本物件について暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団その他の反社会的

団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反

する用に供してはならない。 

３ 乙は、本件区域整備計画の有効期間中、本物件を当せん金付証票法（昭

和 23年法律第 144号）に基づく当せん金付証票並びにスポーツ振興投票の

実施等に関する法律（平成 10年法律第63号）に基づくスポーツ振興投票券

の発売その他これらに類する業務及びこれらの業務の利便を図るための用

に供してはならない。 

４  乙は、本物件を住宅等（共同住宅、寄宿舎又は下宿を含む。以下同

じ。）の用に供してはならない。ただし、サービスアパートメントなどの

国際観光拠点にふさわしい短期的な滞在を目的とした施設及び乙が従業員

（開発事業者が行う事業の一部を請負及び委託等により実施する者の従業

員を含む。）のために設置する専用住宅等はこの限りではない。  



５ 乙は、本物件を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供し

てはならない。 

６ 乙は、別途甲、乙、大阪府及び大阪市とで令和●年●月●日付けで締結

した大阪ヘルスケアパビリオン跡地活用ゾーン開発事業にかかる基本協定

（以下、「基本協定」という。）及び基本協定に基づき大阪府及び大阪市

の承諾を得た「事業計画書」並びに「建築計画書」を遵守しなければなら

ない。 

７ 乙は、第６条第２項に定める引渡しの日から２年以内に事業を実施する

ために必要な工事に着工しなければならない。ただし、やむを得ない事由

があり、かつ事前に甲の書面による承認を得た場合にあってはこの限りで

ない。 

 

（実地調査等） 

第10条 甲は、前条及び第12条に定める義務の履行状況及び遵守状況を確認

するため、随時に実地調査し、又は乙に対し所要の報告を求めることがで

きる。この場合において、乙は調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報

告を怠ってはならない。 

 

（契約解除） 

第11条 甲は、乙が本契約に違反したときは、本契約を解除することができ

る。 

２ 甲は、前項に定めるもののほか、大阪市暴力団排除条例（平成23年大阪

市条例10号。以下「暴力団排除条例」という。）第８条第１項第６号に基

づき、乙が暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３

号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契

約を直ちに解除する。 

３ 甲は、土地売買契約が解除されたとき、大阪市が土地売買契約に基づき

買戻権を行使したとき、又は、基本協定が解除されたときは、本契約を解

除することができる。 

 

（転売制限等） 



第12条 乙は、本契約の締結から10年を経過するまでの期間（以下「指定期

間」という。）、本物件について第三者に所有権を移転し、又は地上権、

質権、使用貸借による権利若しくは賃貸借その他の使用及び収益を目的と

する権利（抵当権を除く。）を設定してはならない。ただし、やむを得な

い事由があり、かつ事前に甲の書面による承認を得た場合にあってはこの

限りではない。 

２ 乙は、本物件の所有権を前条第２項に該当する者に移転し、又は権利を

設定してはならない。 

３ 乙は、第三者に所有権を移転し、又は権利（抵当権を除く。）を設定す

る場合には、前項、第９条、第10条、第13条及び第14条の義務を書面によ

り承継させ、当該第三者に対して当該義務を履行させなければならない。  

 

（違約金） 

第13条 乙は、第９条及び前条に定める義務に違反したときは、それぞれ第

２条に定める売買代金の 100分の 30に相当する金額（円未満切捨て）、ま

た第10条に定める義務に違反したときは第２条に定める売買代金の 100分

の10に相当する金額（円未満切捨て）を違約金として、甲の指定する期間

内に甲に支払わなければならない。 

２ 第11条第２項の定めにより契約が解除された場合においては、乙は、 

第２条に定める売買代金の 100分の 30に相当する金額（円未満切捨て）を

違約金として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。  

３  前２項が重複した場合、違約金は第２条に定める売買代金の 100分の 30

に相当する金額（円未満切捨て）とする。 

４ 前３項に定める違約金は、損害賠償の予定とは解釈しない。  

 

（買戻特約） 

第14条 甲は、乙又は第12条第３項に定める第三者が第９条及び第12条の定

めに違反した場合には、本物件の買戻しをすることができるものとする。  

２ 甲は、土地売買契約に基づき、本件土地の買戻し権が行使された場合に

は、本物件の買戻しをすることができるものとする。 

３ 前項に定める買戻しをできる期間は、第12条第１項に定める指定期間と



する。 

 

（買戻権の行使） 

第15条 甲が、前条に定める買戻権を行使するときは、次の各号によるもの

とする。 

（１）買戻代金は、本物件の売買に伴い乙が支払った売買代金より、第13条

に定める違約金を差し引いた額とする。ただし、当該代金には利息を付

さないものとする。 

（２）乙は、乙が本契約締結のために要した費用並びに本物件に投じた必要

費及び有益費、本物件にかかる公租公課その他一切の費用について、こ

れを甲に請求しない。 

（３）甲に損害があるときは、甲は乙に対しその賠償を請求することができ

る。 

（４）乙に損害があっても、乙は甲に対しその賠償を請求することができな

い。 

 

（損害賠償） 

第16条 第11条の定めにより本契約を解除した場合において、甲に損害があ

るときは、甲は乙に対しその賠償を請求することができる。なお、乙に損

害があっても、乙は甲に対しその賠償を請求することができない。  

 

（原状回復義務等） 

第17条 乙は、甲が第15条の定めにより買戻権を行使したとき又は第11条の

定めにより本契約を解除したときは、甲の指示する期日までに、乙の負担

において本物件を原状に回復し、本物件受領後に生じた果実と合わせて、

甲乙立会のもとに甲に返還しなければならない。ただし、甲が本物件を原

状に回復させることが適当でないと認めるときは、その限りでない。 

２ 乙は、土地売買契約が解除されたとき又は大阪市が土地売買契約に基づ

き買戻権を行使した場合であって、大阪市が土地売買契約第23条の規定に

基づき、本件土地上の建物その他一切の工作物等の収去を求めたときは、

乙の負担により本物件を撤去しなければならない。  



３ 乙が前２項の義務を怠り又は履行しないときは、甲は原状回復又は本物

件の撤去にかかる費用を乙に請求することができる。 

４ 第１項又は第２項の場合において、乙が損害を受けることがあっても、

甲は、その賠償の責任を負わない。 

 

（返還金） 

第18条 甲が、第15条の定めにより買戻権を行使した場合又は第11条の定め

により本契約を解除した場合、甲と乙は、互いに有する金銭債権を対当額

について相殺することができ、差額があるときはその差額について返還し

又は請求する。甲が乙に対して相殺の意思表示を行う場合、甲は、相殺の

順序を指定することができる。 

２ 甲は、前項の定めにより乙に対する返還金があるときは、これに利息を

付さない。 

 

（費用等の請求権の放棄） 

第19条 乙は、甲が第11条の定めにより本契約を解除した場合において、乙

が本契約締結のために要した費用並びに本物件に投じた必要費及び有益費、

本物件に係る公租公課その他一切の費用については、これを甲に請求しな

い。 

 

（費用負担） 

第20条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（疑義の決定） 

第21条 この契約書に定めのない事項については、不動産取引に関連する諸

法令に従うものとし、その他は甲乙協議して定めるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第22条 本契約に関する訴えに係る第一審の専属的合意管轄裁判所は、甲の

事務所の所在地を管轄する大阪地方裁判所とする。 

 



 

上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、

各自その１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

 甲  公益社団法人2025年日本国際博覧会大阪パビリオン 

 

                            印 

 

 乙  （開発事業者） 

 

                            印 

 

（売買準用工作物の表示） 

主である準用工作物の表示 

種類 記念塔 

高さ 10.51ｍ 

構造 鉄骨造 

 

附属工作物の表示 

種類 フェンスバリケード 

 


